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特定乳児等通園支援事業における利用定員の設定について 

 

１．子ども・子育て会議の役割について 

子ども・子育て支援法第７２条の規定により、市町村子ども・子育て会議の役割として、以

下の事務を処理することとされています。 

○特定乳児等通園支援事業者の利用定員の設定に関する事項（法第５４条の２第３項） 

市長村長が行う「確認」に際して必要となる「利用定員の設定」にあたり、あらかじめ、市

町村子ども・子育て会議の意見を聴かなければならないとされています。 

 

※１ 乳児等通園支援事業とはいわゆる「こども誰でも通園事業」です。 

 

 

２．利用定員について 

利用定員は、子ども・子育て支援新制度において、施設・事業者が乳児等支援給付の対象

となることの確認を受ける際に定める人数であり、その設定は、施設・事業者からの申請に

基づき、市町村が行うことになります。 

 

※１ 乳児等支援給付とは施設・事業者を通じた共通の給付（委託費）です。 

※２ 認可定員とは、施設の認可を受ける際に、その設備及び運営の基準を満たす定員を

指します。 

 

 

３．乳児等通園支援事業に係る利用定員の設定について 

令和 8年 4月から本格実施となる乳児等通園支援事業を実施予定の公立の施設につい

て、次のとおり利用定員を定めようとするものです。 

 

○対象施設 

公立認定こども園 

事業実施に伴う利用定員の設定。 

施設の名称 高梁市立高梁こども園 

所在地 高梁市原田北町 1251番地１ 

設置者 高梁市長 

事業区分 余裕活用型 

乳児等通園支援 

事業の定員（予定） 
利用定員の範囲内 

利用定員 
0歳 １・２歳 合計 利用定員の空き枠 

10人 50人 60人 15人 

在籍児童数（R8.4） 15人 30人 45人  
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施設の名称 高梁市立有漢こども園 

所在地 高梁市有漢町有漢 3328番地 3 

設置者 高梁市長 

事業区分 余裕活用型 

乳児等通園支援 

事業の定員（予定） 
利用定員の範囲内 

利用定員 
0歳 １・２歳 合計 利用定員の空き枠 

6人 30人 36人 17人 

在籍児童数（R8.4） 6人 13人 19人  

 

施設の名称 高梁市立成羽こども園 

所在地 高梁市成羽町成羽 2251番地 1 

設置者 高梁市長 

事業区分 余裕活用型 

乳児等通園支援 

事業の定員（予定） 
利用定員の範囲内 

利用定員 
0歳 １・２歳 合計 利用定員の空き枠 

9人 39人 48人 24人 

在籍児童数（R8.4） 7人 17人 24人  

 

施設の名称 高梁市立川上こども園 

所在地 高梁市川上町地頭 1365番地 1 

設置者 高梁市長 

事業区分 余裕活用型 

乳児等通園支援 

事業の定員（予定） 
利用定員の範囲内 

利用定員 
0歳 １・２歳 合計 利用定員の空き枠 

6人 30人 36人 29人 

在籍児童数（R8.4） 1人 6人 7人  

 

（参考） 

高梁市子ども・子育て支援事業計画における乳児等通園支援事業の量の見込みと確保方策（抜すい） 

R7 単位 0歳児 1歳児 2歳児 

量の見込み 
人分 

4 ２ １ 

確保方策 ４ ２ １ 

※算出式：必要受入れ時間数（未就園児数×10 時間）÷定員 1 人 1 月当たりの受入れ可能

時間数（月 176時間（8時間×22日）） 


